
介護員養成研修修了証明書等の亡失・き損時の取り扱いに関する要領 

（紛失等の取り扱いについて） 

 

１ 趣旨 

熊本県立八代農業高等学校（以下「研修事業者」という。）の実施した訪問介護員養成研

修（２級）、介護職員初任者研修（以下「養成研修」という。）の修了証明書及び修了証書

（以下「修了証明書等」という。）の亡失・き損時の取り扱いに関しては、この要領の定め

るところによる。 

 

２ 原則 

修了証明書等を亡失し、又はき損し使用に耐えなくなった場合において、研修修了者よ

り証明願があり、当該研修を修了し修了証明書等の交付を受けた事実が確認できる場合に

は、研修事業者は、本要領に定める方法により当該研修修了者が修了した旨の事実を証明

するものとする。 

 

３ 方法 

（１）研修事業者が研修修了者より修了証明書交付証明願（様式１）を受理した上で、修

了証明書交付証明書（様式２）を交付するものとする。 

（２）研修事業者が既に事業を廃止している場合、修了者名簿により研修を修了したこと

を確認できた修了者については、県高齢者支援課で研修修了証明書の交付を受けた

者であることの証明書が発行されるので、申請すること（修了証明書の再発行では

ないので注意すること。）。 

 

 

 

 

 

４ その他 

その他、この要領に定めのないことについては、研修事業者が別に定めるところによる。 

 

５ 施行期日 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 
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